


無利子・無担保融資

民間金融機関の融資をご希望の方へ

　セーフティネット保証4号・5号、危
機関連保証の認定を受け、「埼玉県新
型コロナウイルス感染症対応資金」の
融資を受けることで、融資4,000万円
まで無利子（最大3年間）、保証料1/2
又はゼロに。

草加市セーフティネット
保証利用支援補助金

8月25日現在の情報

　セーフティネット保証5号を利用し
「埼玉県経営安定資金」または「埼玉
県新型コロナウイルス感染症対応資
金」の融資を受けた事業者に、融資
3,000万円までの支払利子（最大3
年間）・保証料を全額補助。

草加市産業振興課
TEL048-922-3477市内各金融機関

特別貸付・
利子補給制度

公庫の融資をご希望の方へ

　感染症の影響により最近1か月の売上高が
前年同月比で5%以上減少した方（業歴1年
1か月未満は別途要件あり）は、特別貸付と利
子補給制度を併用することで、当初３年間、実
質的に無利子で利用可能。
貸付限度額は、（1）中小企業事業2億円
　　　　　　 （2）国民生活事業4,000万円

日本政策金融公庫
（1）さいたま支店 TEL048-643-8320
（2）越  谷  支  店 TEL048-964-5561

持続化給付金

月の売上が50%以上減少した方へ 今年創業した方へ

　感染症の影響により、令和2年1月
から12月の間、ひと月の売上が前年
同月比で50%以上減少している事
業者に給付。

　申請期限：令和３年１月15日まで

　令和２年１月１日から４月７日まで
に創業した事業者で、ひと月の売上
が20％以上減少したものの、国の持
続化給付金の対象外の方に給付。

　申請期限：令和３年１月29日まで

小規模事業者
事業継続給付金

国支援策の対象外の小規模事業者の方へ

　令和2年3月から7月のいずれかの
月の売上が前年同月比で20％以上
減少したものの、国の持続化給付金、
家賃支援給付金等の国支援策の対
象外となった小規模事業者に給付。

　申請期限：令和2年11月30日まで

家賃支援給付金

売上が減少し家賃の支払いにお困りの方へ

埼玉県家賃支援金
（テナントを借りて事業している方）

埼玉県家賃支援金

家賃を減免した不動産オーナーの方へ

草加商工会議所
TEL048-928-8111

草加商工会議所
TEL048-928-8111

持続化給付金事業コールセンター
TEL0120-115-570

　緊急事態宣言の影響により、令和
2年5月から12月において、1か月の
売上高が前年同月比で50%以上減
少、または連続する3か月の売上高の
合計が前年同期比で30%以上減少
している事業者に給付。
　申請期限：令和３年１月15日まで

　土地等を事業目的で賃借している
事業者に対し、国の家賃支援給付金
に県が上乗せして、月額支払家賃の
1/15の6か月分を給付。

　申請期限：令和３年2月15日まで

　令和2年4月から6月において、1か
月の売上高が前年同月比で50%以上
減少、または連続する3か月の売上高
の合計が前年同期比で30%以上減少
したテナント事業者に対し、家賃を1月
あたり20%以上減免した不動産オー
ナーに減免家賃の１/5を給付。
　申請期限：令和2年10月16日まで

家賃支援給付金コールセンター
TEL0120-653-930

埼玉県中小企業等家賃支援相談窓口
TEL0570-000-678

埼玉県中小企業等家賃支援相談窓口
TEL0570-000-678

雇用調整助成金
（事業者へ）

雇用維持を図る事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金

休業手当が支給されないお勤めの方へ

電気・ガス料金の
支払い猶予

電気・ガス料金の支払い猶予について相談したい

納税猶予の特例（国税・地方税）

各種納税について
猶予の相談がしたい

年金保険料等の猶予・
減免

年金保険料等の納付が困難な方へ

各種保険料等の減免
各種保険料等の納付が困難な方へ

　納税が困難になった事業者につい
て、納期限までに猶予の申請をした
場合、無担保かつ延滞金無しで納税
を猶予できる場合あり。
・国税：法人税・所得税・消費税等
・県税：法人県民税・事業税等
・市税：法人市民税・個人市県民税・
　　　  国民健康保険税・固定資産税等

　令和2年2月以降の任意の期間（1
か月以上）において、事業等に係る
収入が前年同期に比べて概ね20％
以上減少している方に対し、申請に
より、厚生年金保険料等の納付を、1
年間猶予できる場合あり。
　また、収入が減少した人に対し、
申請により国民年金保険料の特例免
除を受けられる場合あり。

国税：川口税務署 TEL048-252-5141
県税：越谷県税事務所 TEL048-962-2194
市税：草加市納税課 TEL048-922-1124／1126

越谷年金事務所
TEL048-960-1190

　申請により、主たる生計維持者の収入減少
が見込まれ、要件を満たすと、介護保険料、国
民健康保険税が減免される場合あり。
　また、申請により、主たる生計維持者の収入
減少が見込まれ、要件を満たすと埼玉県後期
高齢者医療広域連合が認定した場合は、後期
高齢者医療保険料が減免される場合あり。

　労働者の雇用維持を図った場合の
休業手当等の一部を助成。
　特例措置により、1人1日15,000
円を上限額として、労働者へ支払う休
業手当等のうち最大10/10を助成。

　申請期限：令和2年9月30日まで

　令和2年4月から9月までの間に事
業主の指示を受けて休業した中小企
業の労働者に対し、休業前の平均賃
金の80%を給付。

雇用調整助成金コールセンター
TEL0120-60-3999

新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金コールセンター
TEL0120-221-276

　電気・ガス料金の支払いに困難な
事情がある方に対して、料金の未払
いによる供給停止の猶予など、電気・
ガス料金の支払いの猶予について、
柔軟な対応を行うことを国が電気・
ガス事業者に要請。

契約している
電気・ガス小売事業者

国が行って
いる支援策

県が行って
いる支援策

市で行って
いる支援策マークの説明

創業者向け
持続化給付金

介護保険料：草加市介護保険課
 TEL048-922-1376

国民健康保険税：草加市保険年金課
 TEL048-922-1592

後期高齢者医療保険料：草加市後期高齢者・重心医療室
 TEL048-922-1367

利子補助（最大3年間） 保証料補助無利子（最大3年間） 保証料1/2又はゼロ無利子（最大3年間） 無担保

最大20万円法人は最大600万円 最大20万円 最大30万円（複数の場合）

一律10万円最大50万円法人は最大200万円 個人は最大100万円

個人は最大300万円

1人1日最大15,000円 1日最大11,000円

問合せ

草加市の事業者は融資３,０００万円までは実質無利子（３年間）、信用保証料ゼロ。

問合せ 問合せ

問合せ問合せ問合せ

問合せ問合せ問合せ

問合せ
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売上減少に対する
支援を受けたい

家賃に対する補助を
受けたい

休業手当を支払いたい
休業手当をもらいたい
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特定業種の方への支援策

経営継続補助金

販路回復・開拓、経営継続の補助を受けたい農業者の方へ高収益の作物の次期作に向けた取り組みの支援を受けたい

　感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開
拓、生産・販売方法の確立・転換などの経営継続に
向けた農業者の取り組みを支援。

草加市都市農業振興課
TEL048-922-0842

高収益作物次期作支援交付金

　（1）次期作、（2）需要促進、（3）厳選出荷に取り
組む生産者に対し、支援を行う。
（1）高収益作物10アールあたり5・25・80万円
（2）10アールあたり2万円×取組数 
（3）1人・1日あたり2,200円

文化芸術活動の継続支援事業

フリーランスの実演家や文化芸術関係の活動をされている方へ

　文化芸術関係者・団体に対して、活動の継続に向
けた積極的取組等に必要な経費を支援。

　申請期間：令和2年9月12日～9月30日

独立行政法人日本芸術文化振興会
TEL0120-620-147

草加市都市農業振興課
TEL048-922-0842

経営革新チャレンジ支援事業補助金

経営革新計画の承認を受ける事業者の方へ

　令和2年4月以降に経営革新計画の承認を受け、
BCP（事業継続計画）宣言をした中小企業に20万
円を補助。販売計画を策定し、地道な販路開拓等
に合わせて業務効率化に取り組む場合には、更に
30万円上乗せして補助。

　申請期限：令和3年3月31日まで

持続化補助金

販路開拓に取り組む方へ

　小規模事業者等が、地域の商工会議所または商
工会の助言を受けて経営計画を作成し、店舗の改
装、チラシの作成、広告掲載など販路開拓のための
取り組みを支援。（申請期間は年数回あり。詳しく
は問合せ先まで。）

草加モノづくりブランド認定事業

販路開拓・拡大に取り組む方へ

　市内事業者の優れた工業製品・食品・技術をブラ
ンド認定。認定後の特典として、展示会の出展支援
や草加市・草加商工会議所のＨＰ及び広報誌への
掲載、ＰＲ活動にかかる経費についての補助金等
あり。
　申請期限：令和2年10月30日まで

市内事業所等設備投資支援事業

設備を更新したり、新たに導入したい方へ

　事業者が市内に設置する設備の新設等に補助。
（補助率20％）
　対象設備は、新たに購入した固定資産税の課税
対象となる償却資産のうち、機械及び装置ならび
に工具・器具及び備品。

　申請期限：令和2年9月30日まで（予算に達し次第終了）

草加商工会議所
TEL048-928-8111

草加商工会議所
TEL048-928-8111

草加商工会議所
TEL048-928-8111

草加商工会議所
TEL048-928-8111

市内リフォーム補助金
（コロナ関連特別枠）

感染防止対策の工事を受注するリフォーム事業者の方へ

　飛沫感染防止対策を伴うリフォーム工事（換気
用の窓の設置など）の割引を行った施工業者に対
し補助。（請負金額の20％補助。1事業者あたり上
限40万円）

　申請期限：令和2年12月28日まで（予算に達し次第終了）

サービス等生産性向上IT導入支援事業
事務局ポータルサイト TEL0570-666-424

テレワーク相談センターTEL0570-550348

草加市事業者連携型
売上Ｖ字回復チャレンジ事業

売上回復を目指す市内農商工団体の方へテレワークに関する相談 テレワークを
検討する方へ

　テレワークにかかる専門家から
の指導・助言を受付。

草加市産業振興課
TEL048-922-3477

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
（草加商工会議所）TEL048-928-8111

飛沫感染防止対策奨励金

感染防止対策で、物品・設備購入、店内清掃をした方へ

　市内の店舗や事務所の接客スペースにおいてお
客様と従業員の安全を確保するために必要な簡易
な設備や備品の購入費用に対する奨励金を給付。
　１万円以上３万円未満 → １万円給付
　３万円以上 　　　　　→ ３万円給付
　申請期限：令和2年12月28日まで（予算に達し次第終了）

　飛沫感染防止対策に伴う設備投資（テレワーク
等に伴うパソコン購入、換気設備の設置等）に対し
補助。（補助率50％）
　対象設備は、新たに購入した固定資産税の課税
対象となる償却資産のうち、機械及び装置ならび
に工具・器具及び備品。
　申請期限：令和2年9月30日まで（予算に達し次第終了）

　市内農商工団体が売上回復のために取り組む事
業を補助。（1団体上限200万円）
・参加表明期間   9月 1日～  9月15日
・事前相談会　   9月中旬～  下旬実施
・交付申請期間 10月 2日～10月16日

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
（草加商工会議所）TEL048-928-8111

感染防止のための設備投資をする方へ

市内事業所等飛沫感染防止
設備投資補助金（コロナ関連優遇措置）

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
（草加商工会議所）TEL048-928-8111

草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
（草加商工会議所）TEL048-928-8111

ものづくり・商業・サービス補助金

経営革新のための設備投資等に対する支援を受けたい方へ

　新製品・サービス開発や生産プロセス改善等の
ための設備投資等に対し、最大1,000万円の支
援。補助率については要確認。（申請期間は年数回
あり。詳しくは問合せ先まで。）

※参加表明をされた団体のみ交付申請を受付。

IT 導入補助 テレワーク設備を
導入をする方へ

　テレワーク等のITツールを導入す
る事業者へ補助。（補助率は要確認）
（申請期間は年数回あり。詳しくは問合せ先まで。）

無料で相談可

上限100万円 展示会出展支援 ＰＲ補助金最大20万円

工事1件あたり最大10万円

最大100万円最大50万円

最大150万円受けられる支援については要確認 最大150万円 共同申請の場合、最大1,500万円

最大1,000万円

最大3万円 最大100万円

最大200万円

最大450万円
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